
       

中
央
最
低
賃
金
審
議
会
は
７
月
、
24
年
度
の
最
低
賃
金
引
上
げ

目
安
額
を
全
国
一
律
50
円
と
し
、
現
行
加
重
平
均
１
０
０
４
円
を

１
０
５
４
円
と
し
た
。
仮
に
毎
年
50
円
ず
つ
ア
ッ
プ
し
て
も
、
時

給
１
５
０
０
円
ま
で
は
後
９
年
も
か
か
る
。
９
年
も
待
て
な
い
。 

各
都
道
府
県
で
は
、
目
安
を
上
回
る
答
申
を
し
て
い
る
と
こ
ろ

が
あ
る
。 

 

労
働
者
の
実
態
は
、
非
正
規
が
、
働
き
盛
り
の
４
人
に
１
人
か
、

３
人
に
１
人
は
い
る
。
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
は
５
０
０
万
人
と
い
わ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
ダ
ブ
ル
ワ
ー
ク
、
ト
リ
プ
ル
ワ
ー
ク
の
労
働

者
も
拡
大
し
て
い
る
。 

 

２
０
２
２
年
の
一
年
間
の
平
均
給
与
は
、
前
年
比
２
・
７
％
増

の
４
５
８
万
円
と
、
国
税
庁
の
民
間
給
与
実
態
統
計
調
査
で
明
ら

か
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
物
価
も
こ
の
秋
に
は
大
き
く
、
多
く

上
昇
し
て
い
て
、
依
然
と
し
て
生
活
は
改
善
し
て
い
な
い
。
平
均

給
与
は
男
性
５
６
３
万
円
、
女
性
３
１
４
万
円
、
正
社
員
５
２
３ 

      

万
円
、
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
を
含
む
正
社
員
以
外
は
２
０
１
万

円
と
な
っ
て
、
依
然
と
し
て
、
格
差
が
あ
り
、
低
賃
金
で
あ
る
。

春
闘
が
、
３
・
58
％
の
賃
上
げ
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
、
労
働
者

の
生
活
改
善
に
は
遠
く
及
ば
な
い
。 

 

２
０
２
２
年
度
の
法
人
企
業
統
計
に
よ
る
と
、
金
融
業
・
保
険

業
を
除
く
全
産
業
の
経
常
利
益
は
前
年
度
比
13
・
５
％
増
の
95

兆
２
８
０
０
億
円
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
企
業
の
内
部
留
保
は
、

過
去
最
高
の
５
５
４
兆
円
に
達
し
て
い
る
。
法
人
税
は
、
過
去
最

高
が
43
・
３
％
か
ら
現
在
は
23
・
２
％
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
て

い
る
。 

 

今
、
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
第
一
に
消
費
税
の
廃
止
。
第
二

に
最
低
賃
金
の
時
給
１
５
０
０
円
で
あ
る
。
第
三
に
企
業
法
人
税

の
復
元
。
第
四
に
富
裕
層
へ
の
増
税
で
あ
る
。 

  


